
資料2

１　子ども・若者を応援する体制の整備・充実 事業名 担当課

子ども・若者総合
相談事業

少年センター

2　子ども・若者育成のための社会環境づくり 事業名 担当課

図書館運営・施設
管理事業

図書館

彦根市立図書館大
規模改修事業

図書館

旧ひこね燦ぱれす
図書館化事業

図書館

1　地域における子育て支援の充実 事業名 担当課

地域子育て支援事
業

子ども・若者課

2　保育・教育の充実 事業名 担当課

フリースクール等
民間施設利用児童
生徒支援補助事業

学校支援・人
権・いじめ対
策課

放課後児童健全育
成事業

生涯学習課

施設型給付費等支
給事業

幼児課

3　社会参加や自立に向けた支援 事業名 担当課

1　児童虐待・配偶者に対する暴力などの防止 事業名 担当課

2　青少年の非行防止 事業名 担当課

3　ひきこもりやニートなどへの支援 事業名 担当課

4　障害のある子ども・若者への支援 事業名 担当課

コミュニケーショ
ン支援事業

障害福祉課

日常生活用具給付
等事業

障害福祉課

雇用施策連携重度
障害等就労支援特
別事業

障害福祉課

自動車燃料・福祉
タクシー運賃助成
事業

障害福祉課

障害者情報提供推
進事業

障害福祉課

5　ひとり親家庭など、家庭の状況に応じた支援 事業名 担当課

重度障害者等に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付等する事業において、11品目に
おいて基準額を変更する。【109】

重度障害者に対し自動車燃料費やタクシー運賃の一部を助成する事業において、自動車燃料費助
成券について300円×20枚から500円×12枚へ、タクシー運賃助成券の1乗車あたりの利用枚
数制限を2枚から4枚へ変更し、利用者の利便向上を図る。【109】

普通文字から情報収集が困難な重度の視覚障害者に対し、点字や音声による情報を提供する事業
において、点字版の広報ひこねの点訳率を75％から80％へ変更し、情報提供量の向上を図る。
【109】

彦根市子ども・若者プラン　令和4年度以降新規・拡充事業(案)

新規・拡充施策はありません。

新規・拡充施策はありません。

聴覚障害者の情報収集やコミュニケーション確保のため実施している手話通訳者の派遣等を行う
事業において、遠隔手話通訳システムを導入して、新型コロナウイルス感染症の感染防止を図
る。【109】

Ⅰ　子ども・若者の健やかな育ちに向けたまちづくり基本目標
基本施策

子ども・若者総合相談センター（子ども・若者課）と「あすくる」の支援対象者で重なる部分が
あり、外部からみて棲み分けがわかりにくいという声があることに加え、令和4年度は民法改正
により成人年齢が18歳に引き下げられ、あすくるの支援対象年齢も18歳までになり、高校卒業
後進路が定まっていない方等、重要となる19歳以上も継続して支援できるようにするため子ど
も・若者総合相談センターを少年センターに統合し、少年センターで子ども・若者総合相談窓口
として事業を実施する。【４】【106】

基本施策

基本施策

新規・拡充施策はありません。

育児休業により退園した児童の保護者が仕事復帰する時期に合わせて再び保育所等の利用ができ
るように、対象施設に対して利用枠を確保するための給付を行う。

彦根市立図書館大規模改修
築後42年を経過し、建物および電気・機械設備等の老朽化が顕著であるため、都市再生整備計画
(彦根駅周辺地区)に位置付けて、年次的に大規模改修を行う。【24】

障害のある人の就労の機会および安定した就労を支援するために、企業が障害者の雇用の促進等
に関する法律に規定する障害者雇用納付金制度に基づく助成金を活用してもなお、障害者の雇用
継続に支障が残る場合において、通勤や職場等における支援を行う事業を新に実施する。
【109】

基本施策

新規・拡充施策はありません。

フリースクール等民間施設の利用に要する費用の一部を補助することで、不登校児童生徒の社会
的自立に向けた支援の充実を図る。【68】

基本施策

基本目標 Ⅲ　みんなが共に育つために子ども・若者を支援するまちづくり

基本施策

新規・拡充施策はありません。

基本施策

基本施策

児童クラブにおける保育者への支援として放課後児童支援員等処遇改善(人件費向上）に取り組
む。【72】

旧ひこね燦ぱれすを図書館化するための取組み
旧ひこね燦ぱれすをどのように図書館化できるかを調査検討するための「ひこね燦ぱれす図書館
化調査検討業務」を実施するとともに、施設の長寿命化を図るため、個別施設管理計画を策定す
る。【24】

彦根市図書館整備基本計画の見直し
ひこね燦ぱれすの図書館化に伴い、市全体の図書館整備基本方針や図書館の体制、各図書館の配
置・役割・機能等を定めた「彦根市図書館整備基本計画」の見直しを行う。【24】

基本施策

基本目標 Ⅱ　子ども・若者の育ちに応じたまちづくり
基本施策

子どもセンターやビバシティ彦根、東山児童館に加えて新たに南部地域に地域子育て支援セン
ターを開設し、在宅乳幼児とその保護者の支援を行うことで、地域における子育て支援の充実を
図る。【34】【35】【39】



1　安心して出産・子育てができる環境づくり 事業名 担当課

2　乳幼児の発達と保護者への支援 事業名 担当課

3　安全・安心なまちづくり 事業名 担当課

1　子どもたちの学びへの支援 事業名 担当課

地域子育て支援事
業

子ども・若者課

フリースクール等
民間施設利用児童
生徒支援補助事業

学校支援・人
権・いじめ対
策課

2　子どもたちの育ちへの支援 事業名 担当課

3　相談支援体制の充実 事業名 担当課基本施策

基本目標 Ⅴ　すべての子どもが希望をもって成長できるまちづくり

新規・拡充施策はありません。

基本施策

(再掲)
フリースクール等民間施設の利用に要する費用の一部を補助することで、不登校児童生徒の社会
的自立に向けた支援の充実を図る。【68】

基本目標 Ⅳ　子ども・若者と子育て家庭にやさしいまちづくり

基本施策

新規・拡充施策はありません。

新規・拡充施策はありません。

(再掲)
子どもセンターやビバシティ彦根、東山児童館に加えて新たに南部地域に地域子育て支援セン
ターを開設し、在宅乳幼児とその保護者の支援を行うことで、地域における子育て支援の充実を
図る。【34】【35】【39】

新規・拡充施策はありません。

基本施策

新規・拡充施策はありません。

基本施策

基本施策


